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日本年金機構法施行令（案）（仮称）の概要 
 

資料４

 日本年金機構法（以下「法」という。）の規定により政令に委任されている事項のうち、

平成２２年１月１日に設立される日本年金機構（以下「機構」という。）の運営等について、

以下の内容のとおり定めることとする。 
 
１．行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の技術的読替え 
 
【法律の規定】 

 
● 年金個人情報（※）が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「行

政機関個人情報保護法」という。）第２条第３項に規定する保有個人情報に該当する

場合における同法の規定の適用に関し必要な技術的な読替えは、政令で定めること

とされている。 
● 年金個人情報が独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「独

立行政法人等個人情報保護法」という。）第２条第３項に規定する保有個人情報に該

当する場合における同法の規定の適用に関し必要な技術的な読替えは、政令で定め

ることとされている。 
（※）厚生年金保険法第２８条に規定する原簿及び国民年金法第１４条に規定する国民年金原簿に

記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する

個人情報をいう。 
 
 
【政令案における規定内容】 
 

○ 行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法の規定について、所

要の技術的読替えを行うこととする。 
 

〔根拠法令〕法第３８条第９項及び第１０項 
 
２．他の法令の準用 
 
【法律の規定】 

 
● 法第５４条において、不動産登記法及び政令で定めるその他の法令については、政

令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用す

るとされている。 
 

【政令案における規定内容】 
○ 準用する法令として、不動産登記法、司法書士法、土地家屋調査士法、登録免許

税法及び不動産登記令を規定する。 
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○ また、これらの規定を準用するに当たって不動産登記令の規定中「官庁又は公署

職員」を「機構の職員」とするなど所要の読替えを行うこととする。 
 

〔根拠法令〕法第５４条 
 
３．施行日 

 
平成２２年１月１日 



 
日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 
（仮称）（案）の概要 

 
日本年金機構（以下「機構」という。）の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置につい

て、以下の内容のとおり定めることとする。 
 
Ⅰ 関係政令の整備 
 
１．厚生年金保険法施行令、国民年金法施行令、児童手当法施行令、健康保険法施行令、

船員保険法施行令関係 
 
① 地方社会保険事務局長等に委任する権限の整理 
 
【法律の規定】 

● 日本年金機構法（以下「法」という。）の施行に伴い、厚生年金保険法等の規

定中、社会保険庁長官の権限の一部を政令で定めるところにより地方社会保険

事務局長等に委任する規定が削除されることとされている。 
 

【政令案における規定の内容】 
○ 関係する政令の規定中、社会保険庁長官から地方社会保険事務局長等への具

体的な権限の委任を定めた規定を削除する。 
 

〔根拠法令〕厚生年金保険法第４条、国民年金法第５条の２、健康保険法第２０４

条、船員保険法第１５３条 
〔改正法令〕厚生年金保険法施行令第１条から第３条まで、国民年金法施行令第２

条及び第３条、健康保険法施行令第６４条、船員保険法施行令第１条

及び第２条（※） 
（※）船員保険法施行令については、現在、雇用保険法等の一部を改正する法律（平成１９年

法律第３０号）の施行に伴う改正作業を行っており、改正法令の条項が変更する可能性

がある。 
 
② 財務大臣への権限の委任 

 
【法律の規定】 

● 厚生労働大臣は、機構に権限を委任したもののうち、滞納処分等その他の処

分について、政令で定める事情があるため保険料その他厚生年金保険法等の規

定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で

定めるところにより、財務大臣に、納付義務者に関する情報その他必要な情報

を提供するとともに、当該納付義務者に係る当該処分の権限の全部又は一部を

委任することができるとされている。 
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● 財務大臣は、厚生労働大臣から委任された権限を国税庁長官に委任し、国税

庁長官は、政令で定めるところにより、財務大臣から委任された権限の全部又

は一部を国税局長に、国税局長は、政令で定めるところにより、国税庁長官か

ら委任された権限の全部又は一部を税務署長に委任することとされている。 
 

【政令案における規定の内容】 
○ 厚生労働大臣が財務大臣に権限を委任する要件として、納付義務者が滞納処

分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそ

れがあること、長期間にわたる滞納があること等の事情があることを規定する。 
○ 厚生労働大臣から財務大臣に権限を委任するに当たって、委任しようとする

権限及び財務大臣が保険料その他厚生年金保険法等の規定による徴収金の効果

的な徴収を行う必要があると認める理由等を記載した書面を財務大臣に提出す

ることとする。 
○ 国税庁長官から国税局長への権限の委任及び国税局長から税務署長への権

限の委任に当たって、委任する権限の範囲を定めるものとする。 
 

〔根拠法令〕厚生年金保険法第１００条の５、国民年金法第１０９条の５、児童手

当法第２２条、健康保険法第２０４条の２、船員保険法第１５３条の

２ 
〔改正法令〕新設 

 
③ 機構が行う収納 
 
【法律の規定】 

● 厚生労働大臣は、会計法第７条第１項の規定にかかわらず、政令で定める場

合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせるこ

とができるとされている。 
● 上記以外に、保険料等の収納に必要な事項は政令で定めることとされている。 

 
【政令案における規定の内容】 

○ 厚生労働大臣が機構に収納させるのは、機構の職員が滞納処分時に差し押さ

えた財産を現金化したことにより得た現金又は差し押さえた現金を保険料等と

して受領しようとする場合、被保険者又は事業主が年金事務所の窓口に保険料

等を納付しようとする場合及び機構の職員が被保険者又は事業主の居宅等を訪

問した際に、当該被保険者等が保険料等を納付しようとする場合とする。 
○ 機構の職員による収納の手続について、収納を行う機構の職員が、厚生年金

保険法第１００条の１１第１項等の規定に基づき保険料等の収納をしたときは、

領収証書を納付者に交付することとする。 
○ 収納を行う機構の職員が、収納した保険料等を日本銀行に送付するときは、

当該収納した保険料等に送付書を添えて、遅滞なく送付しなければならないこ

となど所要の措置を規定することとする。 
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○ 以上のほか、機構の収納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定めることと

する。 
 

〔根拠法令〕厚生年金保険法第１００条の１１、国民年金法第１０９条の１１ 
健康保険法第２０４条の６、船員保険法第１５３条の６ 

〔改正法令〕新設 
 
２．社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の規定中原処分をした保険者に機構を

追加する、厚生労働省組織令の規定中社会保険庁に関する規定を削除する、その他関係

政令の規定中社会保険庁長官を厚生労働大臣に改めるなど機構の設立に伴う所要の改正

を行うものとする。 
 
Ⅱ 経過措置 
 
１．権利義務の承継 
 
【法律の規定】 

● 法附則第１２条第１項において、機構の成立の際、機構が行う業務に関し、現

に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構が承継することとさ

れている。 
 

【政令案における規定内容】 
○ 機構が承継する権利及び義務は、以下のものとする。 
・ 社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物（その土地に定着する物及

びその建物に附属する工作物を含む。以下「土地等」という。）のうち厚生労働

大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務 
・ 社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する

権利及び義務 
・ その他機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち機構がその業務を運

営するために必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの 
 

〔根拠法令〕法附則第１２条第１項 
 
 
２．国から機構への出資 
 
【法律の規定】 

● 法附則第１２条第２項において、機構が国の権利及び義務を承継したときは、機

構に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継さ

れる義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当す

る金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとさ

れている。 
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● このうち、機構に承継される資産の価額については、同条第３項において評価

委員が評価した価額とされており、同条第４項において評価委員その他評価に関

し必要な事項は、政令で定めるとされている。 
 
【政令案における規定内容】 

○ 機構に承継される権利に係る資産については、 
・ 国から承継した土地等 
・ その他厚生労働大臣が指定するもの 
とする。 

○ 機構に承継される義務に係る負債については、厚生労働大臣が指定するものと

する。 
○ 出資の時期は、機構が国の有する権利及び義務を承継したときとする。 
○ 資産の評価を行う評価委員については、厚生労働省の職員、機構の役員、学識

経験者等とし、厚生労働大臣が任命するものとする。 
○ 資産の評価については、評価委員の過半数の一致によるものとする。 

 
〔根拠法令〕法附則第１２条第２項から第４項まで 

 
 
３．不動産に関する登記の特例 
 
【法律の規定】 

● 法附則第１３条において、機構が国から不動産に関する権利を承継した場合に

おいて、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けるこ

とができるとされている。 
 

【政令案における規定の内容】 
○ 機構が国から承継した不動産に関する権利につきなすべき登記の嘱託書に、登

記義務者（国）の承諾書を添付することを要しないものとする。 
 

〔根拠法令〕法附則第１３条 
 
 
４．国有財産の無償使用 
 
【法律の規定】 

● 法附則第１４条において、国は、機構の成立の際現に社会保険庁に使用されて

いる国有財産であって、政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構

の用に供するため、機構に無償で使用させることができることとされている。 
 

【政令案における規定の内容】 
○ 機構に無償で使用させることができる国有財産は、機構の成立の際現に専ら社
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会保険庁に使用されている土地等であって、機構に承継されないものとする。 
○ 機構の理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、

国有財産を無償で使用させることができることとする。 
 

〔根拠法令〕法附則第１４条 
 
 
５．健康保険組合の設立 
 
【法律の規定】 

● 法附則第３６条において、機構は、健康保険組合を設けることとされており、

厚生労働大臣は、機構の設立委員に、健康保険組合の設立に関する事務を処理さ

せることとされている。 
● 設立委員は、健康保険組合の規約その他政令で定める事項につき、厚生労働大

臣の認可を受けることとされている。 
● その他、健康保険組合の設立に関して必要な事項は、政令で定めることとされ

ている。 
 

【政令案における規定の内容】 
○ 設立委員が厚生労働大臣に認可を求める事項として、設立時の一般保険料率を

規定する。 
○ 厚生労働大臣が、健康保険組合の規約等の認可をしたときは、組合の名称、事

務所の所在地及び組合が設立された適用事業所の名称及び所在地を告示するとと

もに、機構の理事長は組合の規約を公示するものとする。 
○ 機構の理事長は、健康保険組合の設立後遅滞なく、組合会を招集し、組合の設

立の経過その他重要な事項を報告するものとする。 
○ 健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、機構の理事長

が、当該組合の理事長の職務を行うものとする。 
 

〔根拠法令〕法附則第３６条 
 
 
６．その他 

 
【法律の規定】 

● 法の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、

社会保険事務所長に対してされている申請等の行為は、法令に別段の定めがある

もののほか、法の施行後は、法の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働

大臣等に対してされた申請等の行為とみなすほか、法の施行に関し必要な経過措

置は、政令で定めることとされている。 
 
【政令案における規定の内容】 
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○ 機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保

有する個人情報の保護に関する法律の規定（行政文書の開示に係る部分並びに保

有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。）に基づき機構の業務に

係る行政文書及び保有個人情報に関して社会保険庁長官（これらの法律の規定に

より委任を受けた職員を含む。）がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行

為は、機構の成立後は、これらの法律の規定に基づき厚生労働大臣（これらの法

律の規定により委任を受けた職員を含む。）がした行為及び厚生労働大臣に対して

された行為とみなすこととするなど、所要の経過措置について定めるものとする。 
 
〔根拠法令〕法附則第４０条、法附則第７５条 

 
 
Ⅲ 施行日 

 
（１）平成２２年１月１日 
（２）以下については、公布日 

① Ⅱの２．国から機構への出資のうち、評価委員に関する事項 
② Ⅱの４．国有財産の無償使用に関する事項 
③ Ⅱの５．健康保険組合の設立 
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